
お　断　り

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本誌掲
載の行事や事業を中止する場合があります。
　町ホームページや LINE で最新の情報を配信してい
ますので、事前にご確認ください。
　またお出かけの際は、感染対策にご協力ください。〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  

TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

第3回笠松町議会定例会議決結果（9月6日開会　9月15日閉会）

第44号　笠松町固定資産評価審査委員会委員の選任
同意

　固定資産評価審査委員会委員の棚橋 重廣氏（北及）と
野々垣 隆氏（月美町）の任期が、令和4年9月22日をもっ
て満了することに伴い、引き続き両氏を同委員に選任

第45号　人権擁護委員候補者の推せん
　人権擁護委員の杉山 詞一氏（円城寺）と纐纈 英子氏

（田代）の任期が、令和4年12月31日をもって満了する
ことに伴い、引き続き両氏を同委員候補者に推薦

第46号　笠松町職員の育児休業等に関する条例の一
部を改正する条例

　地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正
により、働きながら育児がしやすい環境整備をさら
に進めるため、所要の規定整備

第47号　公の施設の区域外設置に関する協議
　岐南町道の一部を笠松町円城寺地内の水路敷地部
に拡幅するための協議

第48号　令和4年度笠松町一般会計補正予算（第2号）
補正額 546,734,000円
補正後歳入歳出予算額  8,087,214,000円

［主な補正内容］
・化石燃料の高騰や電力供給不足により全国的に電気料

金が高騰し、諸施設の光熱水費、燃料費などを増額
・化石燃料や物価高騰の影響を受けている家計や地

域経済を支援するための経費を計上
◉水道事業が実施する水道料金の基本料金とメー

ター使用料を2期分（4期・5期分）免除
◉令和4年9月末現在在住の未就学児を持つ家庭に

子ども一人につき9,000円を支給
◉令和4年9月末現在在住の年長・小学6年生・中学

3年生を対象に来年度新たに小・中・高等学校へ
進学する児童生徒一人につき10,000円を支給

◉学校給食費を10月から3か月分免除
・町内家計の支援と家庭系可燃ごみについて小袋で

収まるよう減量化を促すため、町指定ごみ袋（小）
を全世帯に配布する費用を計上

・国登録有形文化財である杉山邸の保存修理を行う
ため工事請負費を計上

・町施設窓口において諸証明などの発行手数料や施
設使用料のキャッシュレス決済サービスを導入す
るため手数料を計上

・第2弾マイナポイントにおける健康保険証利用の
申し込みと公金受取口座の登録に対するポイント
申込期間が令和5年2月末までに決定されたことを
受け、申込支援窓口の延長に係る諸経費を増額

・オミクロン株対応ワクチンによる追加接種を実施

するため、予防接種法によるコロナ予防接種の期
間を延長することに伴う経費を増額

・気軽なスポーツを促進し、健康増進につなげるきっ
かけづくりとして「ちょいスポけんこうフェスタ」
を行うための費用を計上

・本町通りの街路灯修繕箇所の増加により補助金を
増額

・水防センター公園内の防犯対策として、駐車場に防
犯カメラ（1台）を設置するため、工事請負費を計上

・中学校の北舎１階のトイレを改修するため工事請
負費を増額

・物価高騰による学校給食の食材費の増額分を負担
するため賄材料費を増額

第49号　令和4年度笠松町国民健康保険特別会計補
正予算（第1号）

補正額  93,020,000円
補正後歳入歳出予算額 2,249,637,000円

［主な補正内容］
・前年度繰越金を国民健康保険基金に積み立てるた

め積立金を増額
第50号　令和4年度笠松町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第1号）
補正額 7,327,000円
補正後歳入歳出予算額 354,652,000円

［主な補正内容］
・令和4年度に後期高齢者医療広域連合に納付する、

令和3年度の出納整理期間中の保険料収納分を増額
第51号　令和4年度笠松町介護保険特別会計補正予算

（第2号）
補正額 46,587,000円
補正後歳入歳出予算額 1,939,759,000円

［主な補正内容］
・前年度繰越金を介護保険基金に積み立てるため積

立金を増額
第52号　令和4年度笠松町水道事業会計補正予算（第1号）

補正額 43,892,000円
補正後歳入歳出予算額  592,046,000円

［主な補正内容］
・水道料金の基本料金とメーター使用料を2期分（4

か月間）免除するため関係費用を計上
第53号　令和4年度笠松町下水道事業会計補正予算

（第2号）
補正額 27,888,000円
補正後歳入歳出予算額  1,501,710,000円

［主な補正内容］
・北門間地区の管渠埋設工事において、工法変更や
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工事区域の確定に伴い、水道事業会計へ支払う水
道管支障移転工事負担金を計上

第54号　令和3年度笠松町一般会計歳入歳出決算認定
　　歳入総額 8,820,245,148円　　　
　　歳出総額 8,161,662,233円
　　差引残額 658,582,915円　　
第55号　令和3年度笠松町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定
　　歳入総額 2,174,368,041円　　　
　　歳出総額 2,129,012,958円
　　差引残額 45,355,083円　　
第56号　令和3年度笠松町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定
　　歳入総額 326,366,187円　　　
　　歳出総額 319,037,527円
　　差引残額 7,328,660円　　
第57号　令和3年度笠松町介護保険特別会計歳入歳出

決算認定
　　歳入総額 1,966,730,658円　　　
　　歳出総額 1,919,894,537円
　　差引残額 46,836,121円　　
第58号　令和3年度笠松町水道事業会計剰余金の処分

及び決算認定

　　収益的収入 287,381,699円
　　収益的支出 238,534,252円
　　差　引　額 48,847,447円

　　資本的収入 60,786,416円
　　資本的支出 260,861,150円
　　差　引　額 △200,074,734円
第59号　令和3年度笠松町下水道事業会計決算認定
　　収益的収入 535,416,417円
　　収益的支出 652,723,665円
　　差　引　額 △117,307,248円

　　資本的収入 555,950,000円
　　資本的支出 628,632,387円
　　差　引　額 △ 72,682,387円

（第54号から第59号までは、14～17ページ参照）
 ［すべて可決］

【報告】
　・令和3年度笠松町健全化判断比率の報告
　　（16ページ参照）
　・令和3年度笠松町資金不足比率の報告
　　（16ページ参照）

Column コラム

ごみを減らしましょうごみを減らしましょう
家電リサイクル対象製品の指定引取場所が変わりました！

（家庭ごみハンドブック12ページ「家電リサイクル法対象家電」︎処理方法②指定引取場所の変更）

➡︎（変更前）佐川急便㈱　岐阜営業所
　　　　各務原市大野町7-115
　　　　☎0570-01-0576

皮や芯も美味しく食べきり！ 野菜の食べきり調理方法

（変更後）伊勢志摩陸運㈲　岐阜営業所
　　　　岐南町伏屋3丁目224番地
　　　　☎214-2206

問一般財団法人家電製品協会　家電リサイクル券センター　☎︎ 0120-319-640

ぎふ食べきり運動インスタグラムでは、食べきり
レシピ・食品ロス削減法などの食
品ロスに関する情報を発信中！

Instagram
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